
 

建築基準法（以下「法」という。）第７０条第１項の規定に基づき提出されました次の建

築協定書について，法第７３条第１項の規定により当該建築協定を認可しましたので，同

条第２項の規定に基づき公告します。 

その建築協定書は，法第７３条第３項の規定に基づき，京都市都市計画局建築指導部建

築指導課において一般の縦覧に供します。 

令和元年５月２７日 

京都市長 門川 大作   

１ 建築協定の名称 

  京都市右京区鳴滝音戸山町地区建築協定 

２ 申請者の氏名  

新谷 健次 

３ 建築協定区域 

 京都市右京区鳴滝音戸山町４番２３，４番３３から４番３５まで，４番３７，４番３

８，４番４３，４番４４，４番４８，４番５１から４番５３まで，４番５５から４番５

８まで，４番６０，４番６２，４番６３，４番７２から４番７５まで，４番８１，４番

８２，４番８４，４番８６，４番９３，４番９６，４番１０２，４番１３３から４番１

３６まで，４番１３８，４番１４１から４番１４４まで，４番１４７，４番１５０，４

番１５２，４番１５７，４番１６０，４番１６１，４番１６３，４番１６５，４番１６

６，４番１８１，４番１８６，４番１８７，４番１８９，４番１９０，４番１９２，４

番１９５，４番１９６，４番１９８，４番２０１，４番２０２，４番２０７，４番２２

９，４番２３０，４番２５１，４番２７９，４番２８０，４番２８５，４番２８７，４

番２９４，４番２９５及び４番３０４，同区音戸山山ノ茶屋町８番２，同区太秦中山町

１１番４，１４番，１５番２，１５番３及び１７番１並びに同区太秦三尾町１番２３０ 

４ 建築協定区域隣接地 

  京都市右京区鳴滝音戸山町３番４，３番６，４番７，４番１２，４番２４，４番３６，

４番３９から４番４２まで，４番５０，４番５４，４番５９，４番６１，４番６４から

４番６９まで，４番７１，４番７６から４番８０まで，４番８３，４番９７，４番９９，

４番１１６から４番１１８まで，４番１２１，４番１２６から４番１２９，４番１３１，

４番１３２，４番１３７，４番１３９，４番１４０，４番１４５，４番１４９，４番１

５１，４番１５５，４番１５６，４番１５８，４番１５９，４番１６７，４番１６９，



 

４番１７１から４番１７９まで，４番１８４，４番１８５，４番１８８，４番１９３，

４番１９４，４番１９９，４番２００，４番２０５，４番２０６，４番２０８，４番２

１８から４番２２０まで，４番２２８，４番２３３，４番２３４，４番２４３から４番

２４５まで，４番２４７，４番２４８，４番２５２，４番２５３，４番２５５から４番

２５７まで，４番２７３から４番２７５まで，４番２８６，４番２９０，４番２９１及

び４番２９６，同区音戸山山ノ茶屋町８番７，８番８，８番１２及び９番３，同区太秦

中山町１１番，１１番１から１１番３まで，１４番２，１５番４及び１７番５並びに同

区太秦三尾町１番５４，１番５５，１番７７，１番１１４，１番１１７，１番２０６及

び１番２１１ 

５ 建築協定の事項 

  建築物の用途 

６ 協定の期間 

 ５年間（有効期間の満了６箇月前までに，土地の所有者等から委員会に対して，書面

をもって有効期間を延長しない旨の申立てがなされない場合は，有効期間を更に５年間

延長することができるものとする。） 

７ 認可年月日及び番号 

  令和元年５月２７日付け第１３-００８号 

８ 縦覧期間 

令和元年５月２７日から建築協定書第１１条に規定する有効期間満了日又は，法第７

６条の規定に基づく建築協定の廃止認可公告日までの，京都市の休日を定める条例第１

条に定める本市の休日を除く日の午前８時４５分から午後５時３０分まで(ただし，正

午から午後１時までは除く。) 

（都市計画局建築指導部建築指導課） 


